
第5回 ・医 療 ・介 護WT(ワ ー キ ング ・チー ム)次 第

2011年11月15日(火)9=00～

参 議 院議 員会 館1階101会 議

医療 介 護WT座 長 柚木 道 義

(進行)医 療 介 護WT事 務 局 長 梅 村 聡

【議 題】

G)診 療介護報酬同時改定について総合討論

(2)社 会保障と税の一体改革との関連について総合討論

(3)論 点整理

【出席者】

木下 賢志 保険局総務課長

鈴木 康裕 保険局医療課長

鳥山 佳則 保険局医療管理官

吉田 易範 保険局医療課薬剤管理官

宇都宮 啓 老健局老人保健課長

以上

※ 次 回 は 、11,月17日(木)11時 ～衆議 院 第 二議員 会館 地下2

階 ・民 主党B会 議 室 にて開催 いた します。



報酬改定の論点

医療 ・介護WT

(診 療報酬 改定)

○ 「社会保障 ・税一体改革成案」の確実な実現 に向けた最初の改定

であ り、「2025年 の医療 ・介護の姿」を描 きなが ら、病院 ・病床機

能の分化 ・強化 と連携、在宅医療の充実等の課題に対応。

06年 に1度 の診療報酬と介護報酬の同時改定では、医療保険と介

護保険 との整合性を高め、役割分担と連携をこれまで以上に進め

る 。

○ 民 主 党 マ ニ フ エ ス トに基 づ き 、救 急 、 産 科 、 小 児 科 、 外 科 と い っ

た分野の再建 に弓1き続き取 り組み 、国民 に質が高 く安全な医療を

提供すべき。

○質の高い医療の効率的な提供 に向けて、負担の大きな医療従事者の

負担軽減に引き続 き取 り組みつつ 、病院 ・病床機能の分化 ・強化

と後方機能等を重視 した医療機関間の連携 を進め、特 に、長期療

養 に関する病 院 ・病床機能 については、効率的なあ り方 に向けた

見 直 しを 行 っ て い くべ き 。

○今後、高齢者人口の増加や、高齢者の単身世帯の増加が見込 まれる

なかで、地域生活を支える在宅医療を提供する医療機関について、

さらにその役割を明確にし、不適切な事例の防止 にも留意 しつつ、

機能強化を図っていくべき。

○また、在宅 にお ける歯科医療や薬剤管理が促進されること等、患

者一人」人の生活の質に配慮することが重要。
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○訪問看護や リ八 ビリテーションな どの、医療 と介護の整合性が求め

られ る分野 については、医療 的ケアの必要性 に応 じて、患者に と

って最 も効果的なサービスの提供 となるよう、見直 しを行うべき。

○人生の最後の場面で、できるだけ本人や家族の意思を尊重できるよ

う個 人の状態に応 じた看取 りの場所や医療が確保 され ているこ と

が国民の安心を実現する上で欠かせないものであ り、これを充実

させてい く取組を行 う必要がある。

○医療保険制度を持続可能なもの とするためには、医療費の適正化 に

つなが るものについて は、積極的 に推進 してい く必要があ り、例

えば後 発医薬品の使用促進等 については、引 き続 き進めてい くべ

き。

(医療 提 供体制)

○高度 急性期への医療資源 の集中投入な どの入院医療強化や、亜急

性期 ・回復期 リ八 ビリ、慢性期等の機能分化 ・強化 と集約化 によ

り、入院から早期 に地域 に復帰できる体制を構築

○住み慣れ た環境でできるだけ過ごせるよう、在宅医療 ・介護のサー

ビス確 保や 、医療 と介護iの連携強化 を図るこ とによ り、地域で適

切な医療 ・介護サー ビスが受けられる体制を構築

○喫緊の課題となっている医師確保や、医師の地域間、診療科間の偏

在の解消

○医師を始めとするスタ ツフの業務が増大する中で、チーム医療を推

進 するため、日本の実情に即 した医師と看護師等 との協働 ・連携

のあ り方を検討
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○医療イノベ ーションの推進 に向けて、質の高い臨床研究や 医師主導

治験等を促進するためのインフラを整備

(介 護保 険制 度 ・介護報酬改定)

○介護保険制度改革及び介護報酬改定については、住み慣れた地域で

安心 して暮 らすことがで きるよう、地域全体 で介護を支える 「地

域包括ケア」の体制づ くりの実現を目指すべ きである。そのため、

給付 と負担のバランスを図り、制度の持続可能性を確保 しながら、

在宅重視 、医療 と介護の運携 、安定的な介護人材確保 、ケ アマネ

ジメ ン トの機能強化などの課題に着実に取 り組む必要がある。

③



次期診療報酬 ・介護報酬同時改定における

諸課題について

厚生労働省

目次
1.社 会保障 ・税一体改革成案への取組に関するスケジュール

2.入 院 ・外来における機能分化と連携等
・急性期 医療

・亜急性期等病床

・長期療養

・地域の特性 に応じた医療提供

・外来における機能分化

・退院時支援等の促進

3.病 院勤務 医等負担の大きい医療従事者の負担軽減
・チーム医療の推進 等

4.歯 科医療 の充実

5.後 発 医薬 品の使用促進のための環境整備

6,介 護保険施設における医療等
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1.社 会保障 ・税一体改革成案への取組 に関する

スケジュール等

将来像に向けての医療・介護機能再編の方向性イメージ

O患 者ニー ズ に応 じた病院 ・病床機 能 の役割分 担や 、医療機 関間 、医療 と介 護め 間の連携 強化 を通じて、より効果 的 ・効率 的な医療 ・介

護 サー ビス提供 体制を構築 。

【2011(H23)年 】

一 般 病 床

(10フ万床)

療 養 病 床

(23万床)

介護療養病床

介 護 施 設

(92万人分)

居住 系サー ビス

(31万人分)

在宅サービス

【取組の方向性】
0入 院医療の機能分化・強化と連携

・急性期への医療資源集中投入
・亜急性期、慢性期医療の機能強化 等

0在 宅医療の充実
・看取りを含め在宅医療を担う診療所等の

機能強化
・訪問看護等の計画的整備 等

O在 宅介護の充実
・地域包括ケア体制の整備

・ケアマネジメント機能の強化 等

2012年 以降、診療報酬・介護報酬の

体系的見直し

基盤整備のための一括的法整備(201
2年 目途法案化)

【患者・利用者の方々】
・病気になっても、職場や地域生活へ早期復帰
・医療や介護が必要になっても、住み慣れた地
域での暮らしを継続

【2025(H37)年 】
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パター ン1

医療 ・介護サー ビスの需要 と供給(必 要ベ ッ ド数)の 見込み

高度急性期

一般急性期

亜急性 期 ・

回復期 リハ 等

長期療養(慢 性期)

精神病床

(入院小計)

介 護施設

特養

老健(老 鯉+介護療麹

居住系
特定施設
グループホーム

平成23年 度

(2011)

【一 般病床】

107万 床

75%程 度

19～20日 程 度

退院患者数

125万 人ノ月

23万 床 、91%程 度

150日 程 度

35万 床 、90%程 度

300日 程 度

166万 床 、80%程 度

30～31日 程 度

92万 人 分

48万 人 分

44万 人 分

31万 人分

15万 人 分

16万 人分

平 成37(2025)年 度

現状投影シナリオ

【一 般 病 床 】

129万 床

75%程 度

19～20日 程 度

(参考)
急 性1
高度急性19一
一般急性13一

亜急性りハ等 了
亜急性リハ等57～

長期ニーズ19

日程度
0日 程度

4日 程度

日程度
8日 程度

日程度

※推計

152万 人ノ月1

34万 床 、91%程 度

1与0日程 度

37万 床 、90%程 度

300日 程 度

202万 床 、80%程 度

30～31日 程 度

161万 人 分

86万 人 分

75万 人 分

52万 人 分

25万 人 分

27万 人 分

改革シナ リオ

各ニーズの単純な病床換算

【高度 急性期 】

22万 床

70%程 度
3。万人1月'15～16日 程 度

【一般 急性期】

46万 床

109万 人!月

70%程 度

9日程度

【亜急性 期等】

35万 床

90%程 度16万人1月,

60日 程度

地域一般病床を創設

【高 度急性 期】

18万 床

25万人/月70%程 度

15～16日 程 度

【一般 急性期 】

35万 床

70%程 度
9日 程 度82万人/月

【亜急性 期等 】

26万 床

12万人用190%程 度
`

60日 程 度

【地 域
一般

病 床】

24万 床

77%程 度

19～201日

程 度

29万人/月

28万 床 、91%程 度

135日 程 度

27万 床 、90%程 度

270日 程 度

159万 床、81%程 度

24日 程度

159万 床 、81%程 度

25日 程度

131万 人 分

72万 人 分

59万 人 分

61万 人 分

24万 人 分

37万 人 分

(注1)医 療については 「万床」はベッ ド数、 「%」は平均稼働率、 「日」は平均在院日数、 「人/月」は月当たりの退院患者数。介護については、利用者数を表示。
(注2)「 地域一般病床」は、高度急性期の1/6と一般急性期及び亜急性期等の1/4で構成し、新規入退院が若干減少し平均在院日数が若干長めとなるものと、仮楚。

ここでは、地域一般病床は、概ね人口5～7万 人未満の 自治体に暮らす者(今 後2000～3000万人程度で推移)100人 当た り1床程度の整備量を仮定。

診 療 報 酬 における社 会 保 障 改革 の実 現 に向 けたスケジュー ル(粗 いイメー ジ)

2012年2014年2016年2018年2020年2022年2024年2025年

一

「

「

方
向
性

㎜改
定

(予
定
ご

【

一

検
討
内
容

① 医療機関の機能の明確化と連携の強化

② 医療機関と在宅/介護施設との連携強化

③ 医療提供が困難な地域に配慮した医療提供体制の構築

診療報酬・介護報酬 診療報酬・介護報1診 療報酬・介護報
同時改定① 酬同時改定② ....酬 同時改定③

瞬 報酬改定①i

瞬 報酬改定釧

融 報酬齪 ③i

融 報酬改定④1

診療報酬の体系的見直し 一〆! 機能分化・連携・地域特性の明確化

入
院

○ 高度急性期、一般急性期、亜急性期等の患者の状態に応じた診療報酬体系の検討・実施
○ 地域に密着した病床における、高度急性期医療から亜急性期医療までの一体的な対応に対する評価を検討・実施

外
○ 外来受診の役割分担に向けた評価の検討・実施来
》 専 門医療 機関 等にお ける、専 門 的な外 来やセカンド・オ ピニオン等 の評価 を検討 ・実施

》 診療 所 等と地域 の拠 点 病院が連 携 をして外来 受診を行 っていることへ の評 価を検 討 ・実施 等

在

宅 ○在宅医療を担う診療所等の機能強化等を行うための評価を検討'実施

O在 宅を担う医療機関と外来を行う医療機関が連携をとって継続的な診療を行うことについての評価の検討・実施
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2.入 院 ・外 来 に お ける機 能 分 化 と連 携 等
・急性期 医療

・亜急性期等病床

・長期療養

・地域 の特性 に応 じた医療提供

・外来 における機能分 化 ,
・退院時支援等の促進

'

急性期～亜急性期等 ,、 脚'魂i!

ノ

'

DPC

1,390施 設

456,244床 ※2

+25,083床

、

鷺
繕

◎

.
　難

医療法上の位置づけ

一疲:病:床 療養:病:床

1

蝋
嚢

㌍

9

1
態

詔

数
鋤

職難
病
病
平
伽

特定機能病院
83施 設

61,210床 ※1

(▲3,673床)
※1一 般病床に限る

専門 病院
2エ施 設

7,324病 床

(▲Z53床)

一 類感 染症23施 設

137床+6床

救命救急
208施 設

6ξ277床

(△648床)

特定集中治療室
624施 設

5,215病 床

(+542床)

一般病棟

新生児特定
集中治療室

209施 設

1,546床

(+129床)

5,353施 言隻

683,475床

(▲7,409床)

総合周産期特定集中治療室
85施設 母体・胎児578床{+29尉

新生児992床{+79床[

小児入院医療管理料
入院料 ユ 入院 料2入 院 料3

56施 設146施 設 エ28施設

4,333床5,7エ5床4,916床

{+925床)〔+5,715床)〔 ▲3,397床}

入院料4入 院 料5

365施 設 ユ22施設

9、029床

{や137床}

回 復 期 リハ ビ リチ ー シ ョン

入 院料1入 院料2計

928施 設165施 設1,093施 設

52,984床7,018床60,002床

{+5,081床)(▲1,411床)(+3,670床}

脳卒 申ケアユニツ㌧2施 設

528病 床{+72床 〕

、

・・ケ・ユニ吐,螺 懇 。、

'

222施 設

緩 和 ケ ア病 棟4β72床
{+830床1

亜急性期
入 院 料1入 院 料2

1,172施 設108施 設

14,236床2,195床

〔+1,640床】{+185床}

障害者施設等

778施 設

60,132床

(+2,364床)

特殊疾患
入 院 料1入 院 料2管 理 料

110施 設80施 設33施 設

5,658床5,942床480床

〔+117肉 〔+483肉{▲173床

有床診療所一般 7,エ75施設 、92,976床(▲6,938床)

精神科急性期治療病.1精神科救急・

難 欝 合併縢
階神病練..

.ユβ91垢康 ド

4雛β84床{▲5'終7床}

療養病棟
3,589施 設

213,462床

(+824床)

(床)

有床診鯖 織 。諜 蟷,床 、

精 神 科救 急

77施設

3、977床
+5

精;神 療 養

836施 設

103,437床{+4ユZ閑

認 知 症 病 棟

入院料1入 院料2
433施設33施 設

介
護
療
養
病
床

83,101(床)

122.12末病院報召

施設基準届出
平成2Z年

7月1日現在

(かっこ内は

前年比較)
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急性期～亜急性期等 病院の機能分化について(現在の入院料を基準 としたイメージ)
〈一般病床の例〉

出
来
高

,

包
括

(特
定
入
院
料
)

高度急性期 亜急性期等

特定 機能 病院 入院基本 料(専門病院入院基本料を含む)

羅

看 護 配 置 に応 じた評 価 の 例

):平均在院日数要件

IDpc1PDpsを 選択可

(注)一部、能来高の辞価が加わる

約4.1万 床 病棟の機能に応じた評価の例

約1.7万 床

・7 .6

・1・一 三=匡 駐 筐 開

口.… ワ塁

現行の病床数 計約42万床 計約24万床 ■ ■9計 約2万床 ・■■9計 約17万 床

○入院基 本料 において は、看 護配置 に応じた評価 のベースに加 えて出来高 評価 により医療 提供 に応 じた評価を行 い、特 定入院 料 において

は、病棟 の機能 に応 じた包括評 価を行っているが ・'・し 高 急 か'亜 急 の患 の 熊 に応 じた師,、 に はかっていな

匹

○社 会保 障改革 に関す る集 中検討会 議で は、2025年 の病 床数 の推計 として、高度 急性 期18万 床 、一般急 性期35万 床、亜 急性 期等26万

床 、地域 一般病 床24万 床 としているが 、診療報 酬上 の評価 として、 専れどの ロ の が"・ か 日 に 必 が

急性期～亜急性期等

}』 後方病床(療 養病棟 、有床診療所)の 受入状況

(平成22年 改 定 の要 点)
・救 急 病院 や介 護 保 険施 設 、自宅か らの入転 院 に対する評価 を新 設(1日150点 、14日まで)

病棟

平成21年10月 平成22年10月

人数 人数

入院・転院してきた患者数 766人
802人

(△4.7%)

自宅

直前の居場所 病院

特養等施設

360人

274人

352人
… 一'"-一'"■ 鱗"…'

'317

k△1丘7%)

、

'

132人
、 鞠 尋83ス

(N=88(平 均許可病床数59.7床 、平均在院 日数296D日))(N=23D

出典:平 成22年 度検 証調査

・療 養 病 棟
、有 床 診 療 所 の 新 規 入 院 ・転 院 患 者 の うち 、他 病 院 か らの 転 院 者 の 数 、割 合 は 減 少 して い た 。

診 一 一

平 成21年10月 平成22年10月

人数 人数

入院 ・転院してきた患者数 2579人
2594人

(△0.6%)

直前の居場所

自宅

病院

2222人

180人

137人

2237人
・…'・ ・儒 … 縣 一馳聰r…・

!196人

、(△8.9%)

、

ノ

特養等施設
褐 鞠「菰

1い

一5一



亜急性期等病床
亜急性期等病床に求められる機能

ド 　 　 　 　　 　 　ロ　 　 コ 　 　 　 　 　 　　 ら　 　 　 　 　 　 　 　 コ キ 　 　 　 　 　 　 　 　

i亜急性期等病床に求められる機能 は回復期リハビリテーション病棟入院料、亜急性期入院医}
　

i療管理料等の入院料のほか、一般病棟や療養病棟、有床診療所の入院基本料等加算で評
1価されている。i

急性期治療を経過した患者
の受け入れ

合併症管理

ゆ

リハ ビリテーション

在宅復帰支援

⊥
D

r

L
D
7

⊥
D
7

救急・在宅等支援療養病床初期加算(療養病棟)

有床診療所一般病床初期加算(有 床診療所)

救急・在宅等支援療養病床初期加算(有 床診療所)等

重症者等療養環境特別加算(一 般病棟)

重症患者回復病等加算(回 復期リハ病棟入院料)等

回復期リハビリテーション病棟入院料

亜急性期入院医療管理料等

入院早期 からの退院支援 については、中医協で議論 中

急性期 病棟等退院調整 加算(※)等
(※)亜急性期入院医療管理料算定病棟においても、入院料と別に算定可能。

在宅 ・介護施設等からの

緊急入院 ⇒
在宅患者緊急入院診療加算(一 般病棟)

救急 ・在宅等支援療養病床初期加算(療 養病棟)

有床診療所一般病床初期加算(有 床診療所)

救急・在宅等支援療養病床初期加算(有 床診療所)等,,

亜急性期等病床 1騨'

!

'

DPC

乾

1

1,390施 設

456,244床 ※2

+25,083床

、

艦

鋸

紹
瓦
諮

06

盛

物畿
綴
灘

医療法上の位置づけ

末麟 謝 ヱz9θ一綬 病:床 療 養:病::床

特定機能病院
83施 設

61,210床 ※1

(▲3,673床)
※1一 般病床に限る

孝訪 畷33Z293床

麻 糊 攣91.ユ%

平均 醗 ∠ヲ数 ユ8α6
御2ユ.7坑医艦 動態・病辮

専 門病院
21施 設

7β24病 床

(▲263床)

一類 感染症23施 設

137床+6床

208施 設救 命 救急

印77床
(▲548床)

　　　　特 定 集 中 治療 室

粟15病 床
(+54Z床)

新 生児特 定209施 設

集 中治療 室1β46床

(+129床)

盤
曼病棟

き蒙繧
7,409床)(

亜急性期
入 院 料1入 院料2

1,172施 設108施 設

14,236床2,196床

{+1,640床}{+186床}

回 復 期 リハ ビ リテ ー シ ョン

入院 料1入 院 料2計

928施 設165施 設1,093施 設

52,984床7,018床60,002床

〔+S,081床)(▲㊤411床)(+3,670床}

3

総 合周産 期特 定集中 治療室
85施 設 母体 ・胎児578床{+2g床 】

新生児992床{+79床 〕

脳卒 中ケアユニツ㌧2施 設

528病 床1・ア2肉

小 児 入 院 医 療 管 理 料

入 院料1入 院 料2入 院料3

56施 設146施 設128施 設

4,333床5,715床4,9ユ6床

〔+925床}{+5,715床}〔 ▲3,397床)

入院 料4入 院 料5

365施 設122施 設

9,029床

{+137床}

障害者施設等

778施 設

60,132床

(+2β64床)

150施設
ハイケアユニ噛

355床 〔.55,床}

'

222施 設

緩 和 ケ ア 病 棟4β72床
杷30床

特殊疾患
入 院 料1入 院 料2管 理 料

110施 設80施 設33施 設

5,658床5,942床480床

〔+117床】 〔+483床}{▲1乃 床

有床診療所一般 7,ユ75施設、92,975床(▲6ρ38床)

病棟
3,589施 設

213,462床

(+824床)

有床診療所麟 。諜 鶴,床、

精 神 科 救 急

77施 設

3,977床
+50

精 神 科 急 性 期 治 療 病
入 院料1入 院料2

274施 設22施 設

13,794床1,ユ22床

+1,829床+45床

精 神科 救 急 ・

合 併症 施 設

276床

〔+152閑

精神病棟
1β9z施 設

ユ81,384床{△5、887床)

精 神 療 養

836施 設

103,437床 〔+412床}

認 知 症 病 棟

入院料エ入院料2
433施設33施 設

召

介
護
療
養
病
床

肉
臓灘83

阻

施設基準届出

平成22年

7月1日現在

(かっこ内1ま
前年比較)

1ン
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亜急性期等病床 亜悪性期入院医療管理料と回復期リハビリテーション病棟入院料
〆 弓惇冒鵬

亜急性期入院医療管理 料12,050点(90日 算定可能)
一般 の 位で

亜急性期入院 医療管理料22,050点(60日 算定可罷}
一 の 位で

、
孔、F酎一,"}一 弄禍

一般病床塾の1割以下 一般病床数の3割以下

　 「}{、

一般病棟入院基本料 入院医療

∠.
亜
急
性

期
入
院
医
療
管
理

料

一般病棟入院基本料

200床未満の病院に限る

亜急性期入院医
療管理料2

〈共通の要件〉
・看護職員配置13:1以 上〔看護師比率7割 以上)・ 診療管理体制加算を算定していること
・在宅復帰率6割 以上 ・専任の在宅復帰支援担当者が勤務していること など

舗欝 朧騰 饗灘2ξ偏 畠

〈亜急性期入院医療管理用2のみの要件〉
・治療開始 日より3週間以内に

7:1入院基本料等を算定している病床からの転床また

は転院してきた患者が2/3以上

一一.

病 回i
棟 復i
入 酬

回 復 期 リハ ビ リテ ー ション 病 棟 入 院 料11,720点

(疾患 により、60日 、90日 、150日、180日算 定可能)

・で

回 復 期 リハ ビリテ ー ション病 棟 入 院 料21,600点

〔疾患 により、60日、90日 、150日、180日算 定可能}

覧で

院 リi

料 ハ1
ビ

リ

テ
1

シ

ヨ

ン

＼ ＼ .

口

'∂ セ」"
.∵ ～サ,「、∵斐5・・ら'_=喋'.一 一 一国 画匪薩團醇

〈共通 の要 件 〉
・看 護職 員配置15言1以上{看 護師比 率4割 以上}、看 護補 助者30:1以 上 、専任 医師1名 以上 、専従 理学療 法士2名 ・作業療 法

士1名 以 上
・回 復期 リハ ビリテー ションを要 する状 態の患 者が8割 以上 入院していること

・1日あたり平均2単 位以上 リハビリテーションを提供 している など

〈回復期リハビリテーション病棟1のみの要件〉
い ・直近6ヶ月以内に新たに入院した

患者のうち2割以上が重症の患者であること
'在宅復帰率6翻 上

_、..、._… ノB

團 病棟ごとの医療区分の比較

(再掲)在 院90日 超えの患者のみ

一般病棟

(看護 配置13={)

N=638

『%11矛20%

1

…1灘魏麟

3?%
、

↑ 畢 曙 酬 瓢

90%100%

i..一1

、議 鶴 。l
N=2,192

医療療養病棟i}

(看護配置20:D:爽

N=1a840i

艦講難纏

灘螺

.区 分1

・区分2

・区分3

・罐薫轡・騰 鍵 鱗 縫

「平成23年 度慢性期入院医療の包括評価調査分科会報告書」より
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[亟 垂コ ー般病棟(、3:勾、5:、)と療養病棟における

入院患者の年齢構成と在院日数

圃 O%209640%60撃680%100%

1一… 一'薗'`一.「置皿 　一 † 一.皿…† 一.… 『 一す'一一一.1

:;叢:隅『犀 一←≒

:;難1腰:課謡謡==
圃 むル 　むあ 　　お

†'『咋 一一r
㎝
‡

き　
『-†r

て　　

「

・40歳 未 満

・40～64歳

・・65～74歳

腋75～84歳

・85歳 以 上

一般病棟

(看護配置13:1)

一般病棟

(看護配置15:わ

医療療養病 棟

(看護配置20:1)

医療療養 病棟

(看護配 置25=1)

■ 国 ■囎 …悪二:摺魏 未満
1.9旧.1年 輔
す

■畷 瓢 國 ・1年以上

lll

「医療施設 ・介護 施設 の利用 者 に関す る横 断調 査」より

[玉垂亟蚕コ病棟ごとの在院 日数90日 超え患者の割合
一般病棟(看 護配置13:1)N=254施 設 一般病棟(看 護配置15:1)N=783施 設

60%60%

50%50%

40%40%

30%30%

20%20%

10%10%

0覧0%

10%未10～20～30～40～50～60～70～80～90%以10覧 未{0～20～30～40～ ・50～60～70～80～90%以

満19%29%39%49%59%69%79%89%上 満 て9%29%39%49%59%69%79%89%上

___一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 繭 一 一 ■一■■

医療療養病棟(看 護配 置20:1)N=567施 設 医療療養病棟(看 護配置25:1)N=832施 設

%06

%05

%04

%03

%02

%01

%0

5瓢

擢

■
と

10.6%
一一5

.

。.4瓢t2瓢 。.4瓢 。.。垢 。.。瓢[
「

28.2呪

%06

%05

%04

%03

%02

%01

%0

i

30。3弘 !

21.3%
19.2%

10.8幅
巳

3.2覧 1.8弘
0.4弘 0.4覧

23.4覧21」X

8.2X
11,5%

2.4562.7瓢tO960
.8瓢0.8%1

!
1
1

520
.8瓢

13.6覧

8.7瓢

」

」
1t9弘t6瓢2.3覧'

10%未iO～20～30～40～50～60～70～80～90%以10%未10～20～30～40～50～60～70～80～90%以

満19【 レ629〔 レ639%499659【 レも69%79%89{レ も 上 満 穐9629%39%49%59%69%79%89%上

16
「平成23年 度慢性期入院医療の包括評価調査分科会報告書」より
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函 一般病棟入院基本料と療養病棟入院基本料

一一 【算定 要件】

20:1配 置(医 区 分2・3が81以 上)

点
.数

1,542点

1,284点

1ρ92点

928点
し 、F____」

450点

特定除外項 目に

該当(出来高)
■.■ ■ ■

192点

___」

164点

」

<出 来 高>

ii

特定入院基本料
く包括〉

療 入院基本2

14日30日
90日 在院日数

※点数は13対1看護配置の場合

【算定要 件】

25:1配 置

(単位:点)

'

璽 特定除外患者の分析

一般 病棟13対1 一般病棟15対1

在院 日数90日 超え患者に占める割合 96% 94%

一 般病棟13対1 一般病 棟15対1

特定除外項目
該当患者数:構 成比% 該当患者数,構 成比%

1号i難 病患者等入院診療加算を算定する患者 10% 161%

・号 薯症者鞍 養酬 寺別加算を算定する患 21%

重度の肢体不自由者、脊髄損傷等の重度
3号 樟害者、重度の意識障害者、筋ジストロ

ラィー患者及び難病患者等
249%

30%

・…i・

20418%

'州 ・層"

121%

一 一

i悪性新生物に対する治療を実施している状4号
態

一 一

一 一5号i観 血的動脈圧測定を実施している状態

6号iリ ハビリテーションを実施 している状態 259% 484%

iドレー ン法若 しくは胸腔 又 は腹腔 の洗浄 を7号

i実施している状態

10% 20%

8号 頻回に喀疾吸引・排出を実施している状態 2910% 716%

9号i人 工呼吸器を使用している状態 10% 182%

汰工腎臓、持続緩徐式血液濾過又は血漿10号
:交換療法を実施している状態

5 2%

全身麻酔その他これに準ずる麻酔を用いる
11号;手 術を実施し、当該疾病に係る治療を継続

,している状態

一

.

1

一

〇%

605%

…`…

20%

「

262%12号 薯各号に掲げる状態に準ずる状態1こある患

項番不明 18868% 65659%

合 計 277100% 1」18100%

「平成23年 度慢性期入院医療の包括評価調査分科会報告書」より
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地域への配慮

地域の一般病院の看護基準と患者層について①

一般病棟入院基本料の看護配置基準別構成比1)

(患者流出割合が低く病床数が少ない地域)

■7対1・10対1t晋13対1■15対1

一 般 病 棟 入 院 基 本 料 の 看 護 配 置 基 準 別 構 成

比2)

(自治 体病院 の立地 条件別)(2009年 一 般病 院)

自治体偶院の立地条件別看護甚準溺構成比
(2009年・一般病院}

医療資源の
限られた地
域※

全国

%0 20%

.…一」
50%80%

不樋…算埋!区(h=280}

40%
不操 算地 区以外(n=576)

100%

※患者流 出割合2096未 満かつ病床数1,000未 満の2次 医療圏 の病 院(3医 療 圏,8医 療機関)

0.O 20.0 40-060.0

構成比1%}

事出所=総務¢語周感フ『公8企薬毎鑑`竃冥威21蚕F4月1…ヨ卍「巨}設22q定且月31日」」

(注)不 採算 地 区病 院(病 床 規 模 票件150床 未 満)
・第1種 不 採算 地 区病院=直 近の 一般病院 までの移 動距 離が15キ ロメートル 以上 となる位置 に所在 すること

・第2種 不 採算 地 区病院;直 近の 国勢調査 における「人 ロ集中地 区※」以外の 区域 に所在すること

80.0 100.0

※ 原則として人口密度が1平 方キロメートル当たり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接して、それらの隣擾した地域の人口が国勢調査時に罰000人 以上を有する地域

⇒
医療 資 源 の限 られ た地域 では 、13=1か ら15=1の 看 護配 置 の病 院 の割合 が 高

くなる

出典:1)医 療課調べ 円

2)日 医総研 日医総件 ワーキングペーパー 地方の中小病院の現状について一入院基本料15;1に 注 目した分析一(自治体病院の例)

地域への配慮

地域の一般病院の看護基準と患者層について②

自 治 体 病 院 の 一 般 病 院 の 平 均 在 院 日数(2009年 度 ・一 般 病 院)自 治 体 病 院 の 一 般 病 院 病 床 平 均 在 院 日数 別 構 成 比(2009年 度 ・一 般 境

院)
口19日以内ロ19日超2111以内ロ21日超24H以内羅24臼超60闘以内ロ60潤超

(B㌧

60.0

40.0

20.0

O.0

臼治体病院の一般病床の平均在院1ヨ数(2009年 度・一般病院)

52.2

34.8
「

19.4

蘂
q34)

10:1

23.6

(59〕

13:1

DPC以 外

不採算地区

(73)

15:1

18,714
.315.516,1

(155)(107)

7:110:1

DPC

24.1

鐸 、
〔73)(179)(11)

7:110:113=1

DPC以 外

不 採算 地区 以外

噌振;膨 務省「地方公宮企葉年魯 平虞21邦4月1日 噌平威22年3月,旧 泊
rト 肉はh歓.r弓Oの カテゴリは非表示巴

〔11:r

15:1

0.020.040.060.0

構賎 比(%〕

咄 所.箋餌省「埴方公営企集年隆呼 蕨21年4月1日 ～乎成22町3月31日:」
「}内はn獄 ,"・lOの カ〒ゴリは非表示.

〔参考}平 均在院周数に係る基準

80.0 100.0

一般病棟入院基本料

当該病院等の平均在薩臼敗の基準

7対1

田目以内

10対1

21日 以肉

13対1

24日 以内

15対1

60日 以内

⇒
限 られた医療資源 の地域 では、他 の地域 と比べ 、15:1看 護配置 病院 の平 均在院 日数が

短くなり、その 内訳 として24日 以内に退 院する患者 の割 合が高くなることか ら、このような

地 域 では 、15=1彗 配 で 々な状.の 診 している

出典:日 医総研 日医総件ワーキングペーパー 地方の中小病院の現状について一入院基本料15:1に 注 目した分析一(自治体病院の例)
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地域への配慮

加算の届出施設割合の地域差について

緩和ケア診療加算

「

人ロ密度別届出施設数の割合(都 道府県別)

1.1%

2.76%

栄養サポー トチーム加

算

6,15%

!

i● 緩和ケァ診療加算の要件
■ 以下の緩和ケアに係る専従のチームを設置
■ ア 身体症状の緩和を担当する常勤医師
■ イ 精神症状の緩和を担当する常勤医師
■ ウ 緩和ケアの経験を有する常勤看護師
■ 工 緩和ケアの経験を有する薬剤師 等

1
、

国3% _1
1

0%2%4%6%8%10%12%

□ 人 ロ 密 度300人/km2未 満 の 都 道 府 県(24県)囲 人 ロ 密 度1000人/km2以 上 の 都 道 府 県(7県)

(病院数=3401)(病 院数=2972)

一 圏 嗣 ■ ■ 一 ■ ■ 一 闇 ■ 一 ■ ■ 駒「稠■ 一 一 一 剛 一 一 一 一 暉 一 一 一 一 一 ■一 一 一 一 一 一 一 一 一______ 、

、 ■■_______________閏 ■_

● 栄養サポートチーム加算の要件 、

灘雛糠 灘 難識i
工 栄養管 理に係る所 定の研修 を修 了した専任 の常勤 管理栄養 士 塵

なお、アからエの ほか、歯 科医師 、歯 科衛 生士 、臨床検 査技 師、理学 療法1

士 、作 業療法士 、社会 福祉士 、言 語聴覚 士が配 置されていることが 望ましノ
Y一 ■ 闇 一 一 繭 ■ ■ ■ 關 一 ■葡 一 ■ ■ ■・胴一 一 一 一 一 一 一 一'

⇒ 専従 ・専任要件のある加算について、人 ロ密度の高い地域 と低い地域で届出
昔 の雲1△に差が る

外来機能
外来医療の役割分担のイメージ

地域の拠点

となるような

病院

診療所等

一
病院勤務医の負担軽減

↑↓
地域レベルで

の連携強化

○ 専門外来の確保

O一 般外来の縮小
7

し

⊥

lO一 般 外 来の 受け入れ

社会保障国民会議資料をもとに医療課で作成
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医療機 関別一 日あたり入院外 医療費

(2010年6月 分)

外来機能

一 ・診療所 一 病院

病院 のうち、一 日当た り入院外 医療 費 が

6,000円 未 満 の施 設が 約2596を 占める
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調 査課特 別

病院の外来においても、医療資源の投入量が低い患者が存在する⇒
出肇,:最近 の医療 費の動 向(メディアス)〔概 算医療 費(保 険局

患者動態分析
外来機能

(20io年4月 デ ー タ)患者動態分析(A病 院)の 外来患者調査

要救急と紹介への取り組みが重

救急車 300 2.2% 3L139 186

層 「 器 簑
・ ・ 曹'・ 、・'

闘

.,.,璽.li`・ 鑑 ・・.・ 髪=躍.lil.輌 露lil
■

22.8% 62.0% 1」77445

紹介 t559 11.2% 18,300 477 58.5% 30.6% 713,544

一般初診
561 4.0% 12,952 78 9.6% 霊3.9% 682,094

一般再診 11,464 82.6% 13β24 75 9.2% 0.7% 745,920

13β84 100.0% 816 10α0%

紹介状持参で救急車搬送患者は救急車でカウン

ト

救急車患者1人=紹 介患者3人=初 診患者7人=再 診患者40人

イ≠出典:グ ロー バル ヘル スコンサ ルティング ・ジャパ ン作 成 資料

一12一



外来機能
1施設 あたり入院外件数の推移

(平成12年 度を100と した場合)

140・OT一

診療所

120・OT…

101.8
107,2

102.6103.6

・_ 一典L聾/

__.…_一 大学病院
←

100.0十 一toO .

80.0 L_

60.0 .i

40・0†
ト

20.0

101.8 m一
92.792.9

工
病院(大学病院以外)

0.OTT・ 一 ・.rT一 「

ノノ'ノノ ノ ノ'ノ ノノ ノ' 2!・.

出 典:概 算 医 療 費 デ ー タベー ス

外来機能 入院・外来別患者の受診状況

○ 病院で受診した患者のうち、「紹介なし」は外来で83%。

O特 定機能病院を受診した患者のうち～「紹介なし」は外来で5696。

※ いずれもグラフ内の数 値は 、人数(単 位:千 人)

〈 紹 介 の 有 無 別 推 計 患 者 数 〉

■紹 介あり ■紹介 なし

0%20%40%60%80%iOO%

病 院

(1,33Z6千 人)

特 定機 能 病 院(再 掲)

[::]

(60千 人)

地域 医 療支 援 病院(再 掲)

(86.5千 人)
一 般病 院(再 掲)

(442.9干人)
一般 診 療所

(59.8千人)

病院

(1,727.5千人)

特 定 機能 病 院(再 掲)

園
(13L8千 人)

地域 医 療 支援 病 院(再 掲)

(143.4千 人)

一 般 病 院(再 褐)

(971.8干 人)

一般 診 療所

(3,828千 人)

*「 一般 病院 」は 、精 神科病 院 、結 核療萎 所、特定 機能病院 、地域 医療支

援病院 、療養病 床を有 する病 院の いずれ にも当たらない病 院。

1

脚
'

1
、

i
I

ま17%)1 霞 (83%
■隔l

N

'(4嚢96)

;1

56ラ6・!

て27%})
1r

73% 1

;15%・
11 1 85% 」

.(7%)1
9 (93%) ll

一13一

〈 入 院 ・外 来 別 推 計 患 者 数 〉

顯入院 ■外 来(初 診).外 来(再 来)

0%20%40%60%80%100%

1蜘 ・22膏..1.… 「、.1

諾瀞{炉滋踏 ・

繍 月『F叩
特定戦 瀦

,日 時':＼1漕ド

　 嚇)皇 璽計轡
一般 病院(再 掲)㌧:1∴ .β1褥,・1.

(繍 嘗
団 蜘1

ナド ミ　ゴ

鵬8千 人)i
26…

歯科瀕 所 ■ ■1・ ・9⑱
(L309,5干人)1[■11

平成20年 患者調査 に基づき作 成 二

(医療部会 資料を基 に保険局 医療 課作成)



国 錘 コ 退院準備.在宅ケア移行支援の活動の効果

入院中あるいは退院後(再 入院を繰り返す場合は再入院前)に 患者 ・家族に実施 した退院準備 ・在宅

ケァ移行支援の効果を担当部署や担当者に尋ねたアンケート調査によると、平均在院 日数の減少や

自宅退院の促進等といった効果がみられた。

退

求 験外来や再入院力 った

自宅退院が増え大

・転院に関する患者の苦情や

トラブルが減った

罎退院準備 ・在宅ケア移行支援の活

動の効果があると回答した項 目別

割合(n=453、 複数 回答)

平均在院日数がユ た

院内のスタッフに理解が深まった

他 機 関 との 連 携 が よ くな った

一一一!, 1_一 一一_.4一 一一一_.一

〇102030405060(%)

出典:退 院準備から在 宅ケアを結ぶ支援(リエゾンシステム)のあり方に関する研究 平成18年 度 報告書 医療経済研究機構 、平成19年3月 』7

璽
入院と在宅のそれぞれを担う医療機関の退院支援に係

る連携の評価のイメージ

入
院
し
て
い
る
医
療
機
関

現在の連携のイメージ

入院 一 一一 一一→ 退院

在
宅
(自
宅
や

施
設
)
を
担
う

医
僚
機
関
等

li欝i…liiiiilii:il

・入院後症状の安定が見込まれた時期

からの退院調整
・在宅療養を担う医療機関の入院医療

機関における退院後の療養上の指導
のみ評価
・退院時期を中心とした連携

将来の連携のイメージ

役
割
の
拡
大
・関
わ
り
の
早
期
化

連
携
の
強
化

・医療機関において入院早期から退院後の生

活を見越した退院支援を行う
・退院支援における在宅療養を担う医療機関

のぱ割 螢化
・入院医療と在宅療養を担う医療機関の連携

拠

一14一



3.病 院勤務 医等負担の大きい医療従事者の負担軽減
・チーム医療の推進 等

.∠..メ

救急搬送 人員の変化(年 齢 ・重症度別)

0救 急搬送人員の増加率は、年齢別では高齢者が高く、重症度別では軽症 ・中等症が高い。

(万 人)

140

120

100

80

60

40

20

0

小児

■平成11年

咀平成21年

胃 一

重症

(万 人)

140

120

100

80

60

40

20

國

軽症 中等症

平成11年 中

軽症

全体 小児 成人 高齢者

重症 1.9万 人 18.0万 人 31.7万 人

中等症 9.3万 人 61.2万 人 64.8万 人

軽症 32.2万 人 114.2万 人 42.2万 人

中等症 重症

平成21年 中

ゆ

「救 急 ・救 助の現 況」(総務省 消防 庁)の データを基 に分析 したもの

(万 人)

140

120

100

80

60

40

20

團

軽症 中等症 重症

全体

重症

中等症

軽症

0.9万 人 増

十10%

34.6万 人

2.4万 人 増

十8%

2.蛎 人減
一5%

118.7万 人

4.5万 人 増

十4%

高 齢 者

(65歳 以 上)

37.9万 人

6,2万 人 増

十2096

108.4万 人

43,6万 人 増

十67%

84.2万 人

42,0万 人 増

十100%
=・il
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診療科別常勤医師1人 あたりの月平均勤務時間の比較
(単位=時 間)

195,0

190,0

180,0

175,0

170.0

165.0

160.0

155.0

150.0

.平 成21年6月

■平 成23年6月
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平成22年 診療報酬改定による救急医療の充実状況
1

・平成22年 診療報酬改定による救急医療の充実状況についてみると
、「充実 ・改善することができた」33.9%、 「でき

なかった」66.1%な どとなっていた。

・充実 ・改善することができた理由として、救命 医療に係る点数の引き上げや施設基準の緩和や、連携 の促進をあ

げる自由記載があった一方 、充実 ・改善することができなかった理由として、診療報酬以外に医療スタッフの不足

をあげる自由記載があった。

N=277
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■充 実 ・改 善 す ることが できた 層充 実 ・改 善 す ることが できな か った

%09 100%

■ 充実 ・改善することができた理 由(自 由記載)

・救急医療に係る点数の引き上げ

・ハイケアユニット入院管理料の施設基準を取得できた。
・退院調整、地域連携診療計画等の拡充によって、後方病 床、在宅医療との連携が促進され、急性期患者 の受 け

入れ拡大につながった。

■ 充実 ・改善することができなかった理由(自 由記載)

・現状において、救急医療を充実させるだけの医師を確保することはなかなか 困難。
・医療 関係の中でのもっとも大きな課題としての

、看護師などの人材不足の解消 には至っていない。
・改定幅が不十分。医師、看護師の充足につながらない。
・いつ急患が発生するかわ からない状況で

、それに見合うスタッフを常備するということは、中小病院にとって無理
である。

出典:平 成22年 度検 証調査 　
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…救急 医療に従事する医師、看護職 員の平成23年 度 の採用予定数 …1
・救急医療に従事する医師、看護職員について、3次、2次、1次いずれの救急医療機関も、平成23年 度の採用 予定

数は前年度より増やす予定の医療機関が、減らす予定の医療機関がより多かった。(1次についてはNの 数が少な

いことに留意)

【三次救急医療機関】
一 噛

医師
N=68

看護 職員

N=73軸 一

〇%10%20%30%40%50%60%70%

願増 やす予定 匿変化 はない 謎減 らす予定

【二次救急医療機関】

一 ■駒

医師
Nニ203

看護 職員

N=214

0% 10%20%30%40%50%

巳増やす予定 曝変化 はない

曳

}1

80%90%100%

平 均 採 用 予 定 数

医 師:1.9人/100床(N=44)

看 護 職 員:7.8人/100床(Nニ54)

%

「

60%70%80%90%100%

般減 らす 予 定

平 均 採 用 予 定 数

医 師10.5人/100床(N=188)

看 護 職 員:2.7人/100床(N=197)

【一次救急医療機関】

医師

N=き

看護 職員

N=3

'

%

%

1

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

国増 や す 予 定.変 化 はな い,押 減 らす 予 定

平 均 採 用 予 定 数

医 師:03人/100床(N=6)

看 護 職 員:o.7人/100床(N=6)

∋3

出典:平 成22年 度検証調 査

看護職員の勤務形態の変化

i三交代勤務が減少し、
ヒ

i.`… 置 …'}l
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二交代勤務が増加している。

e
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44% 44% 雌

熈当 直 制 ・そ の他

纏二 交 代 制

…一一一 ・一一静三 交 代 制

31%

0%

昭和59年 車勲輩 平顔 平成8年 平成20年

昭 禾1]59年 平 成2年 平成5年 平成8年 平 成20年
当 制 ・そ の 他 :ヨ171 3740 2870 10:ヨ5 316

二交代制 167:3 2571 :ヨ387 5114 8121

三交代制 5218 4868 4911 4602 3822

医療施設調査静態調査
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3交 代の勤務のうち日勤→深夜及び

準夜→日勤のシフト別の割合
O日 勤 のうち、日勤 深夜 を4回 以上 行う割 合 は、50%以 上である(1回 以上 は77396)。

O準 夜勤 のうち、準 夜 日勤 を1回 以上行 っている場合 は 、約1096で ある。

O短 時間 間 隔 の勤 務 の ほとん どは、日勤深夜 であることが予 測され る。

日勤 回数 のうち「日勤 →・深 夜 勤」

の シフト回数(N=269)

2.2%
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回
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準 夜 勤 回数 のうち「準夜 勤 →日勤 」

の シフト回 数(N=269)

3。%3・ ・卿 ・0%・4%

調査対象:病 院に勤務する看護職員(日 看協会員)か ら無作為抽 出された10,000人

調査票の回収:2,260人(回 収率)

3交 代勤務者:621人

出典:日 本看 護協 会 病院看 護職 の夜勤 ・交代 制勤務 等実 態調査2010年 より

2交 代制の場合の夜勤の拘束時間

瞬 型犠 欝 容灘鰭藷雛 縮騰 蓼黛薦]

0 10 20 30 40

、16時間 以 上

50 50 70 80 90

,搦

100

■12～13時 間未 満 ■13～14時 間 未 満 塵14～15時 間未 満 ■15～16時 間未 満 闘16～17時 間 未 満 願17～18時 間未 満48時 間 以上

調査対象1病 院 に勤務する看護職 員(日 看協会員)か ら無作為抽出された10,000人

調査票の回収:2,260人(回 収率)

2交 代勤務者:691人

　き

出典=日 本 看護協会 病 院看護職 の夜 勤 ・交 代制 勤務等 実態 調査2010年 より
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医療スタ ツフの協働 ・運携によるチ ーム医療の推進

0各 医療スタッフの高い専門性を十分に活用するためには、各スタッフがチームとして目的 ・情報を共有 した上

で、 等によ 的指示を活用 し スタッフの 性に 極的に ね とともに、スタッフ の 自
=腿 ことが重要。
○ このため、 蹉 の スタッフが ことがで る を以下のとお り整理。
(平成22年4月30日 付け医政局長通知 「医療スタッフの協働 ・連携によるチーム医療の推進について」より)国

① 薬物療法プロトコルについて医師
等と協働で作成等

② 薬剤選択等に関し積極的な処方の提案

③ 薬物療法を受けている患者への薬
学的管理の実施

④ 薬物の血中濃度や副作用のモニタ
リングに基づく薬剤の変更等の提案等

リハビリテーション関係職種

① 理学療法士、作業療法士、言語
聴覚士による喀疫等の吸引

② 作業療法士の業務範囲の明確化

国
① 医師の包括的な指導の下、一般

食の内容 ・形態の決定等

② 特別治療食の内容 ・形態の提案

③ 経腸栄養剤の種類の選択 ・変更
の提案

臨床工学披士 診療放射線捜師

① 喀疫等の吸引

② 動脈留置カテーテルからの採血

国
① 画像診断における読影の補助

② 放射線検査等に関する説明 ・
相談

○ その他の医療スタッフの積極的
な活用

OMSWや 診療情報管理士等の積

極的な活用
○ 医療クラーク等の事務職員の積

極的な活用

チーム の 進について(平 成223月19日 チーム の 進に する ≡会 出)

チーム医療がもたらす具体的な効果としては、①疾病の早期発見・回復促進・重症化予防など医療・生活の質の向
上、②医療の効率性の向上による医療従事者の負担の軽減、③医療の標準化・組織化を通じた医療安全の向上、

等が期待される。

平成22年 度改定を期に取り組んだ内容(施 設調査)
0%5CHb10咲}15%ZO%25吻b30%

ド コ　 ア ア ア　 　

看灘 員との業務分担F国 『1■ 回 胃 ・z・・%1

薬剤師との業務分担 回 ■■■■国国8・0%
ト1

その他コメディカルとの樂務分担 園 国 国 躍闘躍臨回7・7%
15111

短時間灘 朧灘 匿=課 国曜 叩臨r駆 甲酬
地域の他の医療機関との連携体制 国=呂一7.6%　 　

交鵬 禰 入同・・艦1

連続当直を行わない勤務シフトの導入 匿躍■■3・2%

当直翌 日の通常業務に係る配【蔽 閏国国■3.5%

特定個人に集中しない業務配分 園1・5%i

外来縮小の取り想み 国日IZユ%

働 ルテ厨 粥 ・グシステム・活畔 国 ・… ※徽 回答(N =804)
上記以外のICTを活用した業務省力化、効率化の取り組み ■■凹2・5%

L一.__

勤務医の負担軽減に効果があった取組(施設調査)
0%10%20%30%40%50%

一 一・`一 一 一 噛 一・一

/一 医師・看護職員の業務雰倉一 一4、5%「

く_調 膿 細 自謡=謡=富;1謙㌔ 陶齢 辮 緬
㈱llli・ ・説

短時間正規雇用 医師 の活用 ■ ■■■■■ 國11.8%

地域の他 の医療機 関との連携体制 ■■■■■国■国園=国 圏■閏20.1%

交代勤務制 の導入 ■■国3・9%

連続 当直を行わない勤務シフト ■国圏■国 ■■■■■■ ■■自 ■国国国26・5%

当直翌 日の通常業務に係る配慮 闇 驕闘■■層 國国■躍 国17.0%

特定個人 に集中しない業務配分 国■国国■■躍110.4%

外来縮小 の取 り組み 腰盟圏躍躍躍囲=111・9%

電子・ルテ・オーダ・・グ・・テムの活用 南 国23…
12以 外 の1CTを 活用 した業務省力化、効率 化の取 り組み 嗣 因7.1%

その他 国2.9%※ 複数回答(N=804)

平 成22年 度 診療 報酬改 定 の結果検 証 に係る特別 調査(平 成23年 度調 査)病 院勤務 医の 負担軽 減の状 況調査(速 報)
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呼吸ケアチームの設置 による効果(医 師調査)
0{ンb10【 ンb20【 ンb30【 ンb40%50(レb60【 ンb70%

難灘難藷垂 ≠:■`　ロ ゆ層馳鞠 嗣 ■■■一 一 一 一 一 一 一 一 一 トllト

人 工 呼 吸器 関 連 肺 炎が 減少 した ■■■■■■18.5%I

!l「IlI

人 工 呼 吸器 装 着 日数 が 減少 した 圏■■ ■■15.7%

卜1[　 畿弓凱 ⊥⊥L
__

栄養サポートチームの設置による効果(医師調査)
0%10%20%30%40%50%60%70%

懸 評価 鯉 栄養鯉 が尭り醐 に行われるようになつ■■ ■ ■■ ■■■■ ■ ■ 68.8%コ　犠鱗=鋼 ≒ ≒ ≒一脾
管 理 栄 養 の 効 果 ・判 定 が より正 確 にな った34.5%

綴識識灘灘灘冶自富畿
[「褥 瘡 対 策チ ー ム

、感 染 対 策 チー ム 、緩 和 ケアチー ム 等 、

,攣 暫劉 」恥 麺 か眺 解 塔難 ごだ 〒8'■%燭2讐 製 攣 轡r擁 轡 糞熾 'た
トll〒7働　 　 　 　 韓 屡「z1↑

目 ■__)
平成22年 度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(平成23年 度調査)

ト 1

ト 1

・4

'

病院勤務医の負担軽減の状況調査(速報

4.歯 科 医療の充実

[L:1
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年齢階級別の歯周疾患罹患率

(%)(4mm以 上 の 歯 周ポ ケットを有 する者 の割 合)

60
]一一『一 一一一一 一一一『～ 一`
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・歯周疾患は、歯周ポケット(歯

と歯肉の間の溝)に 細菌など

0

ゐ ㌢㌢シ纏 燐 ㌘鵠!轟 欄 ※平廊年と平廊1年の調査手法は.
干異なるため、単純な比較は難 しい。

出典:歯 科疾患実態調査u

(昭和32年 より6年ごとに実施されている調査。直近は平成17年 に実施され、今年度実施予定 。)
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歯を抜くに至った主原因
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つ騒

蚤

■無効

□その他

□矯 正

圃破折

□歯周病

■う蝕

・歯周病 による抜歯の割合は30歳

代から50歳 代にかけて増加。それ

以上の年齢階級では、ほぼ一定。

,、・う蝕による抜歯 の割合は、30歳 前

後まで年齢とともに増加傾向。そ

詳 れ以上の年齢階級では概ね横ば
い傾向。

出典:永 久歯の抜歯原因調査(平 成17年 、財団法 人8020推 進財団)

一21一



障害者の歯科医療

障害者への歯科治療の特徴など

O歯 科治療の困難性
・患者が治療の必要性を理解できない場合

、治療に必要な協力が得られない
・四肢や口腔の緊張や不随意運動のため姿勢の維持

、開ロの動作が出来ない
・言語によるコミュニケーションが確立しにくい

O特 異 的な歯科症状
・ロ腔の奇形 ・先天性の欠損 、歯列、咬合などの形態学上の異常があり、それに
対する対応として専門的知識や診断が必要
・ロ腔の機能的異常が、摂食 ・嚥下、味覚、構音、表情といった機能の不全、障害
が診られ、その診断、対応に専門的知識と経験が必要
・う蝕、歯周病 、欠損 という歯科疾患の症状に特異的なことがある

平成22年 度社会保険指導者研修会講演資料「地域で診る障害者歯科」(緒方克也氏)より一部改変

O歯 科 診療報 酬の初 ・再診 料に対する障害者 歯科加算 の対象となる場 合 の例

脳性麻痺等で身体の不随運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態、知的発達障害により開ロ保持が
出来ない状態や治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態である者。

O処 置 等の特掲 診療 料 の著しく歯科 診療が 困難 な障害者 に対する100分 の50加 算 の対象となる場

合 の例

歯科治療を直接行う歯科医師に加え、患者の障害に起因した行動障害に対し開ロの保持又は体位、姿勢の保
持を行うことを目的として、当該治療に歯科医師、歯科衛生士等が参画した場合。 、

周術期のロ腔ケアについて

○ 最近、高齢者 等の全 身疾患等を有する患者に対するロ腔ケア

のみならず、周術期の患者 に対するロ腔ケアの重要性も指摘され

ているところであり、様 々な取組がみられる(例=昭 和大学病院の

取組、国立がん研究センターと日本歯科医師会によるがん患者歯

科 医療連携事業等)。

○ 平成22年 度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣

が定める特定の手術を行った入院患者に対し、術後感染症及び術

後肺炎等の発現のおそれがある場合であって、当該患者が入院し

ている病院の歯科衛生士が術後ロ腔清掃を行った場合を評価。
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5.後 発医薬品の使用促進のための環境整備

後発 医薬品の使用促進のためのこれまでの取組等について

く政 府 目 標 〉

○ 後発 医薬 品 の普 及 は 、患者 の負 担軽 減 及 び 医 療保 険 財政 の 改善 に資 す

ることか ら、平 成24年 度 までに数 量シェアを30%以 上 とす ることを 目標 に 、

「後 発 医薬 品 の 安 心使 用 促 進アクションプログラム 」(平成19年10月)を 策

定 し、総 合 的な取 組 を行 っている。

○ 社 会 保 障 ・税 の 一体 改革 成 案(平成23年6月30日政府・与党社会保障改革本部

決定)に おいても、「後 発 医薬 品の 更 なる使 用 促 進 」が 医療 ・介 護 等 分 野 にお

ける具 体 的 改革 項 目として示され ているところ。

医療 ・介護サー ビスの 質向上 ・効率化プログラムについて(抄)
平成19年5月 厚生労働省

取 組 主な目標・指標 政策手段

(2)サ ービスの質向上 ・効率化の観点

8.後 発医薬 品の使用

促進

・平成24年 度までに、後発医薬品

のシェア(数 量ベースで16,896

〔平成16年 度〕)を30%(現 状か

ら倍増)以 上に

○ 情報提供・安定供給についての後発医

薬品メーカーに対する指導の徹底、国民

や医療関係者に対する先発医薬品との同

等性等についての情報提供・啓発等

0処 方せん様式の変更の効果の検証結果

を踏まえた使用促進のための効果的な措

置の検討
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後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム(榔 要》

『平成24年 度までに、後発医薬 品の数量シェアを30%(現 状から倍増)以 上』という政府の 目標達成に向け、患者及

び医療 関係者 が安心して後発医薬 品を使用することができるよう、① 安定供給、② 品質確保 、③ 後発品メーカーによる

情報提供、④使用促進 に係る環境整備 、⑤ 医療保険制度上の事項に関し、玉及,、 が詫噛軸べ 、を明らか に

する。

①安定供給

医療現場の声

発注から納品までに

時間がかかることが

ある

等

ゆ

②品質確保

医療現場の声

一部の後発 品は
、

溶出性・血中濃度が

先発品と異なるので
はないか

等

ゆ

回 O安 定 供 給 の 指 導 の 徹 底

・医療関係者からの苦情の受付 、メーカーの指導・指導内容の公表 等

後発 品

メーカー

● 納 品 ま で の 時 間 短 縮

・卸への翌 日までの配送 正00%(19年 度 中)・ 卸 に在庫がない場合
、卸への即 日配送75%(20年 度 中)

● 在 庫 の 確 保

・社内在庫・流通在庫1か月以上(19年 度 中).・品切れ品 目ゼロ(21年 度 中)

回 O後 発 品 の 品 質 に 関 す る 試 験 検 査 の 実 施 ・結 果 の 公 表
・注射剤等を対'象に、不純物に関する試験を実施
・後発品の品質に関する研究論文等を収集整理し、また、「復発医薬品相談窓ロ」に寄せられた品質に関
する意見等を検討の上、必要に応じ、試験検査を実施。

O一 斉 監 視 指 導 の 拡 充 ・結 果 の 公 表
・都道府県及ぴ国の立入検査によるGMPに 墓つく指導 ・検査指定品 目の拡充

後発品

メーカー
● 品 質 試 験 の 実 施 ・結 果 の 公 表
・ロット毎に製品試験を実施(19年度中)

・長期保存試験など、承認要件でない試験についても、未着手のものは、年度内に着手(19年度中)

● 関 連 文 献 の 調 査 等

・業界団体において
、後発品の関連文献を調査 ・評価し、必要な対応を実施(19年 度中) 7

③後発品メーカーによる情報提供

医療現場の声 回 0添 付 文 書 の 充 実 を 指 導

・添付 文量i}には、添加物 、生物学的同 等性試験データ、安定性試験データ、文献請求先等を記載すること
・20年3月末までに改訂 → 後 発品メーカーは、自主的に、19年12月 までに前倒 し対応

・MRの 訪問がない

・「先発メーカーに聞

いて欲しい」など情

報が先発メー カー

頼み

等

O後 発 品 メー カ ー の 情 報 提 供 体 制 の 強 化 を指 導
・研究開発データ、収集した副作川情報、関係文献を整理・評価し、医療関係 昔へ情報する体制の勇1化

後発 品

メーカー
● 医 療 関 係 者 へ の 精 報 提 供
・試験データ、副作用データについて、ホームページへの掲載等、資料請求への迅速な対応 α9年度中)

④使用促進に係る環境整備

回

後発 品メーカー

O都 道 府 県レベル め協議会 の設置
・都道府県レベルにおける使用促進策の策定・普及啓発を図るため、医療関係者、都道府県担当者等から成る協議会を設置

Oポ ス ター ・パ ンフ レットに よる普 及 啓 発

・医 療 関係 者 ・国 民llrlけポスター ・パンフレットの 作成 ・配 布(19年 度 ～)

● 「ジェネリック医薬 品Q&A」 を医療 機 関へ配布 ・新 聞広 告

⑤医療保険制度上の事項
○後発 医薬品を含む調剤を診療報酬 上評価(14年 度～)

これまでの取組
O後 発 品の品質に係る情報等に加 え、先発品と後 発品の薬 剤料の差に係 る情報を患者に文書により提供し、患者
の 同意を得て後発医薬品を調剤した場 合に調剤報酬上評価(18年 度～)

0処 方せ ん様 式を再 変更し、「変更不可」欄に医師の署 名がない場合に変更調剤を可能に(20年 度～)

O薬 局において、後 発医薬品の調剤数量の割合 に応じて段階的 に調剤報酬上評価(22年 度～)

O医 療 機関において、後発 医薬品を積極 的に使 用する体制が整備 され ている場 合に診療報酬上評価(22年 度～)

○厚生労働省令 等において、保 険薬剤 師による後発 医薬 品に関する患者への説明義務並びに調剤 に関する努力

義務 、保険医 による後発 品の使用に関する患者へ の意 向確認などの対応 の努力義務を規定(22年 度～)

8
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○後発医薬 品のシェア

平 成21年9月 時 点 での後 発 医薬 品 の数 量 シェア は20.2%、 金 額 シェァは7 .6%。

また、調 剤 の 電 子 レセプトにお ける後 発 医薬 品 の調 剤 率(数 量 バース)は 、

平 成22年4月 時 点 は21.8%、 平成23年3月 時 点 は22.4%と なっている。

25.0%

薬価調査に基づく後発医薬品シェアの推移 「
20.0%

15.0%

■0.0%

。__一 一 イ 、α、%
18・7%

16.8%

→ 一数 量べ 一ス

ー←・金 額べ 一ス

5.0%7.6%
5.9%6・6%

0.0%

平 成17年9月 平 成 ■9年9月 平 成Z1年9月

難:::一1騰 欝
1較 は 出 来 な い15

.0一 「.一一一一..一.一一一....一 一 一..一 一.』 』......一.一 一・.一 ・ 一.一一 一 一.一.

1最 近の調剤医療費
ユむロむ ナロ 　 　じ ヨ

、。月、、月、2月 、月12月 一13月14月'5月 「扇 ㌧ 肩L8月..g月 、。月土、月翌 月i、月i2月F3月.(電 算 処 理 分)の 動 向
しコ　 コ 　

平 成21年 度 平 成22年 度

49※2平 成22年4月 以降は
、後発医薬品割 合(数 量ベース)の 算出から、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤は除外 している

薬価基準収載品 目の分類別の品 目数及び市場シェア

(平成21年9月 薬価調査)

品 目数 数量シェァ 金額シエア

後発品なし 1,894 18.9% 47.8%
先発医薬品

後発品あり 1,469 36.3% 35.9%

後発医薬品 6,778 20.2% 7.69'6

その他の品目 4」64 24.6% 8,796

品目数は平成22年4月 時 点。但し、名称変更による旧名称品(経 過措置移行品 目)は 含まない。

数量シェア及び金額シェアは平成21年9月 調査時の数量、薬 価による。

・ 「その他の品 目」は、薬事法上先発医薬品と後発医薬 品との区別ができない昭和42年 以前に承認された

医薬品等(血 液製剤等)。

O後 発医薬品が存在しない先発医薬品や先発医薬品と後発医薬品との区別ができない品目が

数量シェアで43.5%存 在し、これらは後発医薬品への置換えはできない。

○平成24年 度の政府 目標である後発医薬品の数量シェア3096の 目標値は、残り56.596の うち、
過半数以上が後発医薬品に置き換わるというもの。

し 50
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O後 発医薬 品利用差額通知 く全国健康保険協会(協会けんぽ)の例〉

一部の保険者において
、医薬品の長期服用者に対し、後発医薬品に切り替え

た場合の自己負担額の差額をお知らせするといった取組みを実施している。
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検 証 部会 の調 査 結 果 では 、「ジェネリック医 薬 品軽 減 額 通 知 」の 受取 り経 験

が ある患 者 は10.4%で あ り、このうち48.3%の 者 が 後 発 医薬 品に変 更 している。

図表199「 ジェネ リック医薬 品軽減 額通知 」の 受取 り経験(男 女別)

全 体(n=1435)

男 性(n=665)

女 性(n=769)

0% 20% 40% 60% 80妬 100艦

11圏 幽

10.4% 84.7飴 4.9

ト 1;::

10.8% 85.0覧 4.2

;.11;
10.0% 84.4瓢 5.6%

」11[

.一 」L一一 一 一_

■ ある ロな い ロ 無 回 答2

図表202「 ジェネ リック医薬 品軽減 額通知 」の 受取 りによ り後発 医薬 品 に変更 したか

(「ジ ェネ リック 医薬品軽 減額 通知」 を受 け取 った人、 男女別)

全 体(n=149

男性(n=72

女 性(n=77

■変えたロ変えなかったロ無回答'

平成22年 度診療報酬改定の結果検 証に係 る特別調査(平 成23年 度調査)
52
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奪

6 介護保険施設における医療等

介護保険施設の概要
介護老人福祉施設(特 養) 老人保健施設 介護療養型医療施設

定義

(介護保険法)

要介 護者 に対し、施設サ ービス計

画 に基づ いて、 量 愚 的 理 の

療養病床等を有する病院または診
療所であって、当該療養病床等に入
院する要介護者に対し、施設サービ下における介葦 び機能訓練その

老人福祉法に規定する特別養護老
人ホームであって、当該特別養護老

人ホームに入所する要介護者に対し、
施設サービス計画に基づいて、入浴、
排せつ、食事等の介護その他の日常
生活上の世話、機能訓練、健塵管理
及び療養の世話を行うことを目的と
する施設。

ス計画に基づいて、一必要な医癒並びに日常生活上の世
話を行うことを目的とする施設。 菩

、医嵩的管 理の下 における介 護

の の 量 及 び 訓1、 そ の

必 な 行 噛ことを 目的 とする施

設 。

医師 医師(必 要 数)

常勤 の医師 が1名 以上

(常勤 換算で 、100:1)

医療法の 基準

(100床 の場台 、3名)

人

員

基

準

看 護 ・介 護職 員

看 護 ・介 護 職 員 ⇒3:1

うち 、看 護 職 員

入 所 者30名 以 下(1名)

入 所 者50名 以 下(2名)

入 所 者130名 以 下(3名)

入 所 者130名 以 上(3名 十50:1)

看 護 ・介 護 ⇒3:1

うち、看 護 職 員:217、 介 護 職 員5/7

看 護職 員 ⇒6:1

介護 職 員 ⇒6:1

その他職員

生活相 談員(1以 上又 は100:1)

機 能訓 練指 導員(1以 上)

栄養士(1以 上)

介 護支 援専 門員(1以 上又 は100:1)

薬 剤 師(300:1)

支 援 相 談 員(1名 以上 又 は100:1)

理糀 法士・作業齋 去±・言言蹴 士(100;1)

栄 養 士(10α1)

介 護 支 援 専 門 員(1以 上 又 は100:1)

薬剤 師(医 療法 の基準)

理 学療法 士 ・作 業療法士(適 当数)

栄養 士(医 療法 の基準)

介 護支援 専門 員(1以 上又 は100:1)

施設数
9

6,015 3,500 2,252

利用者数 422,703 319,052 99,309

平均要介護度 3.82 3.28 4.33

平均在所日数 1465.1EI 277.6日 427.2日

※資料出所 「介護 サービス施設・事 業所調査」「介護給付費実態調査 」
[1
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介護保険施設の平均要介護度

入所者の平均要介護度については、介護保険3施 設いずれも上昇している。

平

均

要

介

護

度

4.5

4

3.5

3

2.5

i4、244.274.25な34・33
」4

,16

溢 ・3几 ・3
トー一一皿 一一一一一 一 一 一

3.83.82…3
.723.743.75{

3.63

…3
.483・52

ト ー 一一 一 一 一 一一 一 ・・一 ・..一._.一 一.一._一._一_一 一__

3.253・28

3。113.133・173123・173・18

トー一一一一 一一一一 一 ・一 一.一 一 ・一 一 一_._._一_._____一.一.馳

5一 ←・介護療養型医療施設

弔一介護老人福祉施設(特養)

レ … ⊥_、.一L一_一.⊥ _.」_二 轡 都 髄 鯉L 一.一_一_一.」

平成13年 平 成14年 平 成15年 平成16年 平 成17年 平成18年 平 成19年 平 成20年

出典:平 成13～14年=厚 生労働 省 「介 護給 付費実 態調査 」(各年11月 審 査分)壁

平成15～20年=厚 生 労働省 「介護 サービス施設 ・事業所 調査」(各年10月1日)

介護保険施設の平均在所 ・在院 日数

1,600

1,400
1,502

1,429 1,365
1,465

1,456

1,200

1,000

800

600

400

申 介護老人福祉施設

一 介護老人保健施設

・喉 介護療養型医療施設

403

鋤
電経

359
360 444

.壷'二 ∵ …・ 逓 ぺ 璽乙

.ぐぜ
汐

278

200

0

185

平成12年

229

平成13年

注=平均在所日数の調査が行われた年度を記載。

230

平成15年
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平 成18年 平成19年

出典:厚 生労働 省 「介護 サー ビス施設 ・事 業所調 査 」!遜



介護保険施

家庭

介護老人福祉施設

その他の社会福祉施設

介護老人保健施設

医療機関

その他

100,0%

33.4%

3.1%

4.2%

27,0%

25,0%

7.3%

家庭

介護老人福祉施設

その他の社会福祉施設

介護老人保健施設

医療機関

その他

100.0%

34.0%

1.1%

0,3%

6,3%

53,5%

4,8%

設における入 ・
(退所者数;3,621人)

介
護
老
人
福
祉
施
設

平均在所 日数:1465.1日(1,365.2日)

(退所者:16,358人)

介
護
老
人
保
健
施
設

平均在 所日数277.6日(268.7日)

退所者の状況
100.0%

t6%

2,5%

0,5%

31.5%

63.0%

0.9%

家庭

介護老人福祉施設

その他の社会福祉施設

医療機関

死亡

その他

健施設

での ・26%

入院先での死亡:37%

68.5%

100.0%

3↑.0%

8,5%

1.9%

7.0%

45,3%

3.8%

.4%

家庭

介護老人福祉施設

その他の社会福祉施設

介曇老人保健施設

医療機関

翫 ＼ 施酪 の死亡響

463%

家庭

介護老人福祉施設

その他の社会福祉施設

介護老人保健施設

医療機関

その他

100.0%

12,7%

1,7%

0.5%

3.3%

77,5%

4,3%

幻49舗者所腿

介
護
療
養
型
医
療
施
設

〉

印嗣佛日η42数日所在均平

100.0%

14.0%

6.4%

1.2%

10.8%

32.6%

家庭

介護老人福祉施設

その他の社会福祉施設

介青老人保健施設

医療機関
曇"o

32.6%

2.4% 翫 ＼ 入饒先での死亡:・・%

36.1%[・ 、7

出典:厚 生 労働 省 「介護 サ ービス施 設 ・事 業所 調 査 」(平成19年 度)

①介護老人福祉施設
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特別養護老人ホームの配置医師の状況について

特別養護老人ホームにおける配置医師のほとんどが非常勤の嘱託医。

配置医師のうち、勤務 日数については7割 が10日 未満。

特別養護老人ホームの配置医師の契約抹況

施設数 常勤医
嘱託医
(非常勤)

医療機関と
の契約 無回答

1931 65 1764 1083 25

特別養護老
人ホーム

100.0% 3.4% 9t4% 56.1% 1.3%

特別養護老人ホームにおける配置医師の勤務状況(平 成21年11月 中)

○ 配置医師の勤務延べ 日数(平 成21年11月 中)

施設数 3日未満
3～5日

未満

5～10日

未 満
10日 以 上 無回答

特別養護
老人ホー

ム

1931 42 489 804 459 137

100.0% 2.2% 25.3% 41.6% 23.8% 7.1%

平 均8.53日
i.9

出典1平 成21年度老人保健健康増進等事業「介護施設における医療提供に関する調査研究」

病院への救急搬送の状況

○ 介 護 老 人福祉 施 設において1年 間に病 院 へ救 急搬 送 した平均 延べ 人数(1施 設 当た

り)は、約20人 となっている。

25.0%「

1

20.0%!

15.0%一

10.0%↓

5.0%

0,0%↓

病院へ救 急搬送 した延べ人数(平 成19年4月 ～平成20年3月)〔3370施 設 〕

21.6%

13τ6%・..

・.&9%

皿

ノ 避

15.4%
.ユ2二7%一

譜 避 避

5.8%

2
圃

避

編

　.

へ

「
避

翻

卿

肇

.

4.6%

2.1%

一一.翻.・
.1層.i

3;5%

欝 翻…

≠ も・o詑 試 試 試 試 試 や

※救 急車による搬 送のほか、職員 ・家族による搬 送等を含 む。

出典=三 菱総 合研究 所 「特 別養護 老 人ホーム利用 者の医療ニーズへの対応 のあり方 に関する調査 研究」(平成21年3月)
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②介護老人保健施設

1う⊥

介護老人保健施設におけるリハ ビリテーションについて

(基本方針}
第一条 介謹老人保健施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療

並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとと
もに、その者の居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない。

※介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年三月三十一日X厚生省令第四十号)

発. F・ 「噛戸ノ 「P「

(医療保険)
〈施 設サ ービス 〉

(介護保険)
〈居 宅サー ビス 〉

医
.療
機

関

層 ■ ■

退 院

介護老人保健施設

在宅復帰を目的としたリハビリ

継 続 的 なリハビ1斤一ション

十

短期集中的なリハビリテーション

鎌 醐編 一
通所 リハ ビリ

み ロ

藍
「論 弓・マ前1

稼"

1
医療機関 ・老健等

マ

(
貿

,

蕉

志
∵

掘
誉

・
u〆
」

5

、
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介護老人保健施設の在所日数

O介 護老人保健施設の入所者の在所 日数の中央値は全体で358日 であった。

○ 在所 日数の中央値が2年 以上である施設は1割 程度であった。

図:施 設当たりの在所日数(中央値)の分布

全
体
に
占
め
る
割
合
[%
]

8.0

1

7.o→ 一

6・Ot

5.0

4,0十 一一

3.o十

2.0

L年 2年

i
←

ー

ー
十.
I-

嵩036施 設 に 入 所 して い たL

29,276人 の 在 所 日数 中 央 値i

は358日(11.8カ 月)i
蓼

1

1

十一一一一 一.一一 一一一 一一}}一 　 」

一

ー

ー†

ーL

-

…

一一 一一心 一一丁 一 『 一 一 耐」一一L一一 一一.一π.rr馳 馳._

一一

.馳 一一.L一「一

一 一 一 一・十i一 一 一.一 一.一 ・一一一・一ーヒ・.一n山.一 一 一 一...... ..______.._一 一..

昌

←

垣. 丁 γ T T T 1 T ↑ 1 .加 応 嘱 江 ㎝
309015021027033039045051057063069075081087093099010501110117012901410

在 所 日 数(中 央 値)[日]

出 典:平 成22年 度 老 人 保 健 健 康 増 進 等 事 業 「医 療 施 設 と介 護 施 設 の 利 用 者 に 関 す る横 断 調 査 」

退所の状況について

1.定 員に占める退所者 の状況

O介 護老人保健施設から退所した者の施設定員に占める割合は、一月あたり10%

未満である施設が約7割 を占めた。

加

αo

即

ao

如

加

1

1占施

設

数

に

占

め

る

割

合

[
%
]

0

退所者10%未 満 n=3,500冨

["… 一…　発 房吊-i一 一 一洲

}量…11
♂㌧≠～♂☆ 蝕銀%細 ㌢%㌣

注)横 軸の標 記:A以 上 ～B未 満

顧 丑 駄 叫 甲 非」 丁遇 早___一 、

る・㌃㌢㌦禽～㌣γ
定員に占める退所者の比率[%]

出典:「介護サービス情報公表制度」(平成21年度)より老人保健課調
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③介護療養型医療施設

医療療養病床 ・介護保険施設について

(参考)
一般病 床

医療療養

病床

介護療養

病床

介護療養型

老人保健

施設

(従来型の)

老人保健

施設

ベッド数 約137万 床 約26万 床 約8万 床
約5,000床 ※4

(H2α5創 設)
約31万 床

1人 当たり

床面積
6.4㎡ 以 上 6.4㎡ 以 上 6,4㎡ 以 上

8.0㎡ 以 上

(大 規 模 改 修 まで は

6.4㎡ 以 上)

8.0㎡ 以 上

平 均的な1人 当

た り費 用額 ※1

(H21改 定後)

(※2) 約49万 円 約41.6万 円 約37.2万 円 ※3 約31.9万 円

人 員 配 置

(100床 当たり)

医師6.25人

看護職員34人

医師3人

看護職員20人

介護職員20人

医師3人

看護職員18人

介護職員18人

医師1人

看護職員18人

介護職員18人

医師1人

看護職員10人

介護職員24人

財 源

施設の種類 病 院 施 設
一 医 療 保 険'一 　 臼騨…'{^軌… … 介 言隻保 険 嗣 　 鱒'　 … 　 {

※1多 床室 甲地 要介護5の 基本 施設 サービス費 につ いて、1月を30.4日 と仮 定し1月 当たりの報酬 額を算 出 。

※2算 定す る入院料 により異 なる。

※3介 護 職員を4:1で 配 置 したときの 加算を含む 。1二.

※4平 成23年9月 現 在 各都 道府 県より厚生労働 省 老人保健課 へ報 告され た病床数 に基 づく。
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介護療養病床に関する実態調査結果

0介 護療養病床 と医療療養病床の機能分化が進んでいる。

図1.介 護療養病床と医療療養病床の機能分化(年 次推移)

平成17年47.1%

医療療養病床 平成22年(20:1)

平成22年(25:1)

平成17年
介護療養病床

平成22年

0%20%

図2.介 護保険施設類型別の医療区分

介護療養病床

介護老人保健施設(療 養型)

介護老人保健施設(従 来型)

介護老人福祉施設

40%

87.2%

64,0% 圏医療区分1

_g医 療区分2・3

42.0%

27,4%

60%80%100%

19.9%

16.1%

10,0%

10.6%

梱医療区分1
ロ医療区分2

■医療区分3

じフ
o%出 典

、平轟 度老人保纒 康増進等躍 医療施設.織 設の利囎 臨 する騰 査、(速報値)

介護療養病床に係る廃止期限の延長について

介護療養病床については、平成23年 度までに老人保健施設等へ転換す

る ことと していたが、転換が進んでいない現状を踏まえ、先の通常国会に

おいて成立 した介護保険法等の一部改正法 によ り、以下の措置が講 じられ

た。

1.こ れ までの政策方針 を維持 しつつ、現在存在

て は、6間 転換期限を延長する。

る介護i療養病床につい

2.平 成24年 度以降、介護療養病床の新設は認めないこととする。

3.な お、引き続 き、介護療養病床か ら老人保健施設等への転換を円滑に

進めるための必要な追加的支援策を講 じる(平 成24年 度介護i報酬改定

における対応を検討 。
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◎

つ

参考

社会保 障 ・税一体改革が 目指す医療 ・介護のサービス提供体制
～機 能分化 し重層 的に住民を支える医療 ・介護 サービスのネットワーク構 築 ～

o日 常生活圏域内において、医療、介護、予防、住まいが切れ目なく、継続的かつ一体的に提供されるr地域包括
ケアシステム」の確立を図る。
0小 ・中学校区レベル(人 ロ1万 人程度の圏域)において日常的な医療・介護サービスが提供され、人ロ20～30万 人

レベルで地域の基幹病院機能、都道府県レベルで救命救急・がんなどの高度医療への体制を整備。

医療提供体制の充実と重点化・効率化
都道府県域から市町村域まで、重層的に医療サービスを提供 &

地域包 括ケアの実現(包 括的ケアマネジメントの機能強化)
※ 体制整備は被災地のコミュニティ復興において先駆的に実施することも検討

市町村 レベル=
孕ム'、 ム 、

を 、

=!、 誌

/

小・中学校区レベル(※)=
噛 こ"

・ た ・ 一"

彩

乙

筒r・ク

錘認
セ
.
能

!

姦

一

＼
域で安心して

暮らし続けられる
よう整備

型

診療所の機能強化

外来・往診、在宅支援

灘

地域の多様な
ニーズに対応

特養、老健施設等

地域に密着した病院

人 ロ20～30万 レベ ル=

救急病院など地域の基幹病院を中心とする 早期の地域復帰
・家庭復帰

機能分化 ・連携強化、効率化 ・重点化

救心

藤

「 連携

リハ ヒリ

救急患者の
確実な受入れ

鰯

蕊

〔曼
彦

医師数増などの
強化・■点化

りハ機能の強化

速やかな在宅復帰

地
域
連
携
の
強
化

認知症等
専門医療へ
円滑な紹介

包 括 的

マネジメント

機 能

:か かりつけ医

急時も確実
=入 院可 ケアマネシ'ヤー

ト .、自らの住まいで 、体 貝課 夜『宅 療養 支 所
、 霧果期まで生活 「' でも安心

..,有床診 療・介護砺

医療 人材

高羅 慈

在院 日数減

都道府 県レベル:
・A彙 な た.ニ ー へ 、

顯L24蜘

地域巡回型

訪問サービス

護 人材(ヘルパー)

新 しい公 共(ハ●一トナーシップ)=地 域の 支 え合い

認知症サポーター 生活・介護 支援サポーターNPO、 住 民参加等

　一 がん治療や高度先進医療

嚢
4一身

'翻

高度な医療を提供する病院

ドクターヘリなど広域救急'「.

※ 人 口1万 人程 度 の圏域 。
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訪問看護とは

○ 疾病又は負傷により に'い て 嚇 して 普1る 犬態 に る に対し、その者 の居宅

において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。

O介 護保険の給付は の 、・に することとしており、 言

は 末、の悪 生重日 紳病患者、急 生増悪 による主治 の 旨示が

につ いて

った 日合などに り

の 、 寸に よし考 。 曇 が 行 れ る。

小 児等40歳 未満 の者及 び、

要 介護 者 ・要支 援者以 姓

訪 問看 護利 用者 約9.9万 人1)

要介護 ・要支 援者

訪問看 護利 用者 約28.7万 人2}

噸「麟
壱

亀
医療保険より給付 裾 参 介護保険より給付

鶴 庵

病 院 ・診 療 所

1,961カ 所2}(H23.5)

訪 問 看 護 ステー ション

5,770カ所2)(H235)

指示(※1) 指示書〔※2)

医 謳

利用者

サービス

提供者

(※1)他 医療機関への指示の場合 診療情報提供料250点(医 療保険)を算定

(※2)訪 問看護指示料300点(医 療保険)を算定

(出典)1)保 険局医療課調べ(平 成23年)
月

2)介護 給付費実態調査(平 成23年5月 審査分)

リハ ビリテー シ ョン

働

岡

リハ ビリテーションに関す る医療 と介 塁 の

か ら 是共され る 目合のイメージ)

口 齎 纈o隔 翰 鱈 隅 阻 川 簿 瞳 町 爾 謄 引 」 蝿 ・";1{而 鴇 禽 臨 い ら5L疏'{「 凋 ㍗'「 圏一.'陥 彦 轡 パ,・ 臼 柵 島 馳 ・3忌 窄 の ・四 ・・r.融 蜂 鵬 儲 、 貯

;医 療保 険 ㌔.

機 能 改 善を 目的

介護老人保健施設
麗
口
■
"
"
'
岬
'
虐
●

・疾患別 リハビリテーション 1翁

・個 別 リハ ビリテー ション
聰鳳 匿圏 ■ ■

介護保険
状態の維持を目的

φ◆

・短 時間個別 リハビリテーション

[冒長 時間 リハ ビリテーシ・ン

「,擁ノ

重

■躍咀繍購 潜現.・'
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く.

脳卒中等の発症

身

体

機
能

リハ ビ リテーシ ョンの役割分担

＼ 一
'糞

・ 巨

'期

7
.

'

勲噸画一L
6時 間 ～8時 間 等 【集団】

※個別リハビリテーションは加算で評価

巨ト噸 ・酬
.「 一 一 ■「・ 「.

・ ↑F・`

りP

國;こ'夙1:く

入 院

・ノ 「

、 外 来

1.

通
所

」-「 一.

訪

.間

・ 、h酌1

病院、診療所、介護老人保鍵施設
t,

/ 訪問i簿護ステ「ション

匿 謀 罎 轄 即剛脚
曜5晶婦妬

続雌
F

ツ
鬼

.・一 り 「.7胃 冒ヒ■F-.,」 ・'「 … 「r

,・'"幽 『1Twや`7パ 丁'1'』 軍'"

口 ε …1:
,・'"テ ∵ ∵ 『,"　 一1こ.・.、 ・.　 '.F'1「.1ミ

圃

心身機能

壽 ・ 二ll

改善 改善 維持 ・改善

ADL 向上 向上 維持 ・向上

生活機能 再建 再建 再建・維持 ・向上

QOL 一 一 維持 ・向上

内容 趣 による機能回復・ADL向
上

リハ専 門職 のみならず 、多職 種によって構 成される

チーム プローチによる生活機 能の維 持 ・向上 、自

塑
期呈△による
廃用症候群の
予防

立生 活の推 進、介 護負担 の軽 減、QOLの 向上
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(資料出所)日 本リハ ビリテーション病院 ・施設協会「高齢者リハビリテーション医療 のグランドデザイン」(青海社)よ り厚生労働 省老 人保健 課において作成
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